
令和8年度　水道施設構内草刈業務

仕　　　様　　　書

弘前市上下水道部上水道施設課





第１条（適　用）

　　本仕様書は、弘前市上下水道事業弘前市長（以下「発注者」という。）が委託する表題の業

　務に適用する。

第２条（目　的）

　　施設維持管理のため、除草作業・集草・積込作業・搬入作業を委託するものである。

第３条（業務内容）

　　浄水施設の「除草作業」、「集草・積込作業」、「処理施設搬入」を行う。

　　詳細は別表１による。

第４条（業務実施時期）

　　業務実施時期は別表２による。

第５条（業務対象施設）

　　本業務を行う業務対象施設は別表３による。

第６条（業務期間）

　　本業務期間は令和８年１２月１８日までとする。

第７条（法令等の遵守）

　１）受注者は、本業務の実施に当たり関係する法令、条例、規則等（以下「関係法令等」とい

　　う。）を遵守する。

　２）受注者は、資格等（資格、検定、認定等）を、必要とする作業は、当該資格等を有するも

　　のに行わせなければならない。

　　　「関係法令等」とは、水道法、地方公営企業法、労働基準法、労働安全衛生法、道路法、

　　　道路交通法、河川法、環境基本法、水質汚濁防止法、建築基準法、災害対策基本法、消防

　　　法、高圧ガス保安法、電気事業法、計量法、騒音規制法、電波法、その他関係する法令、

　　　条例及び規則をいう。

第８条（基本事項）

　１）本業務は、契約書、仕様書及び図面に基づいて行う。

　２）本仕様書及び図面に明示されていない事柄であっても、本業務を遂行する上で、当然必要

　　とされるものは行うものとする。

　３）仕様書等に疑義がある場合は、双方の協議によってこれを解決するものとする。

第９条（安全管理）

　１）受注者は、業務の実施に当たり、関係法令等を遵守し労働災害、公衆災害等の防止に必要

　　な措置を講じ、常に安全管理に努めること。

　２）受注者は、業務の実施に当たり、酸素欠乏危険箇所及び薬液等の漏洩が予想される箇所、

　　高所・地下並びに道路上での作業、その他、特に危険が予想される箇所での事故防止に努め

　　ること。

　３）受注者は、火気を使用する場合、消防法による十分な防火措置を講じること。

第10条（衛生管理）

　　受注者は、水道施設構内又はその付近で業務を行うに当たっては、水道法等関係法令を遵守

　し、衛生管理には十分注意すること。

第11条（作業時間）

　　本業務の作業時間は、当課の規定に従う。ただし、時間外作業を行う場合は事前に当課の承

　認を得るものとする。



第12条（工程等の打合）

　受注者は、当課と工程(草刈り開始日)等について事前に打合せをする。

第13条（事故及び機器の不具合）

　　本業務実施時及び終了後、受注者の責任に帰する事故及び機器の不具合については、受注者

　の責任と負担によりすみやかに処置し、発注者の確認を得る。ただし、責任の所在が明確でな

　い場合は、その都度、発注者と受注者と協議のうえ決定する。

第14条（業務結果報告書及び作業写真の提出）

　　受注者は、除草作業から処理施設搬入までの作業が終了した場合には、業務結果報告書及び

　作業写真を作成し、発注者に提出しなければならない。

第15条（支払い請求）

　　本業務に伴う委託料の支払いは、２回の部分払いとして、除草作業から処理施設搬入までの

　作業終了をもって行うものとする。

第16条（環境配慮）

　　受注者は、弘前市が実施する環境配慮に係わる取り組みへの協力要請に対して、可能な限り

　これに協力すること。なお、仕様書で指定されている項目以外については、あくまでも協

　力のお願いであり、取り組みを強制するものではない。

第17条（暴力団又は暴力団関係者による不当介入に対する通報・報告義務）

　　受注者は、受注者及び下請負人に対して暴力団又は暴力団関係者による不当介入があった場

　合は、警察及び発注者へ通報・報告しなければならない。また、警察の捜査上必要な協力を行

　うものとする。

第18条（その他）

　　受注者は、情報セキュリティの重要性について共通の認識を持つとともに、業務の遂行にあ

　たって「弘前市情報セキュリティポリシー」を遵守すること。



別表１

業務内容

１．浄水施設の「除草作業」、「集草・積込作業」、「処理施設搬入」を行う。

○除草作業

　浄水施設の施設構内の機械除草・人力除草を行うものとし、施設構内の小石、空かん、

ごみ拾いを含むものとする。

○集草・積込作業

　除草後に集草・運搬・積込作業を行う。除草作業から期間が開く場合は風などにより刈草が飛散

しないよう対策を講じること。

○処理施設搬入

　浄水施設の草刈作業からの処理排除・運搬処分を行うものとし、弘前地区環境整備事務

組合発行の計量票写しを報告書に添付すること。

２．注意事項

　１）軽微な附帯事項も委託の金額の範囲内で実施すること。

　２）監督職員の指示に従い、十分安全に注意して作業を実施すること。

　３）刈草の処分料金は発注者が負担する。搬入を行った日毎に計量票を発注者に提出すること。

　４）支払い請求については、それぞれの回までの業務完了をもって行うものとする。

別表２

業務実施時期

別表３

浄水施設

■　除草作業  年２回　６・７月、９・１０月

■  集草・積込作業  年２回

■  処理施設搬入  年２回　

樋の口浄水場 弘前市　樋の口町　地内 4,846 6.6 弘前地区環境整備センター

施　設　名　称 所　在　地
草刈

対象面積
(㎡)

運搬距離
(㎞)

搬入予定
処理施設


